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序 文 

 

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、ウクライナ国小児病院医療機材整備計画 フ

ォローアップ協力を実施することを決定し、同協力調査を株式会社国際テクノ・センター

に委託しました。 

調査団は、2015 年 1 月から同 2 月まで、ウクライナ国の政府関係者と協議を行うととも

に、計画対象病院における現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書

完成の運びとなりました。 

この報告書が本計画の推進に寄与するとともに、両国の有効親善の一層の発展に役立つ

ことを願うものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。  

 

平成 28 年 1 月 

独立行政法人国際協力機構 

資金協力業務部 

部長 佐々木 隆宏 
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要  約 

 

1．プロジェクトの背景、経緯 

ウクライナは、2005年に感染症が減少した結果、旧社会主義圏の国々の中では比較的急速に乳児

死亡率が低下していた。しかしながら、ルハンスク、キロボアラード、ドネツク、ドニプロペトロフスク、ハ

リキウの 5 つの州は同国内でも乳児死亡率が高く、小児医療施設の改善が急務な状況にあった。背

景として、1991 年の独立後、ウクライナ全体において財政的にも厳しい状態にあり、保健医療サービ

スへの予算支出が十分ではなかったため、老朽化した医療機材の更新が出来ず、各州の小児医療

のトップレファラル病院である州立小児病院においても各医療施設から転送されてくる小児患者への

対応が困難であったことにある。 

かかる状況の中、ウクライナ政府は上記 5 州の州立小児病院における診断精度や治療技術のー向

上を目的とし、2001 年に各州立小児病院の医療機材の整備を日本政府に要請した。この要請に基づ

き、2006年、JICAは基本設計調査を実施し、その調査結果に基づき、2007年度にⅠ期、2008年度に

Ⅱ期の「小児病院医療機材整備計画」が実施された。I 期において 2008 年 2 月にルハンスク、キロボ

アラードの各州立小児病院、Ⅱ期として 2009 年 2 月ドネツク、ドニプロペトロフスク、ハリキウの 3 州の

州立小児病院の医療機材が整備された。 

本件案件完了後、対象施設において機材は適切に活用され、各州における小児医療の保健医療

サービスの提供が改善されており、2011 年に実施された事後評価においてもそれぞれの州において

小児医療のトップレファラル病院としての機能が強化され、また、機材も適切に維持管理されているこ

とが確認されている。 

2013 年 11 月に勃発した反政府運動から以降の不安定な政情、2014 年 3 月ロシアによるクリ

ミア自治共和国編入から東部では戦闘が続いており、一時的にウクライナ政権側と分離独立派

にロシア、ドイツ、フランスを含めて一時停戦案も合意されたが、その後も各地で市街戦を含

む戦闘が行われ、多数の民間人にも犠牲がでている。 

フォローアップ協力申請書によれば、申請時点（2014 年 8 月）でキロボアラード、ドニプロペトロフス

ク、ハルキフの 3 州の小児病院において CT スキャナー（Computed Tomography, 、コンピューター断

層撮影装置）、X 線撮影装置、超音波診断装置などいくつかの機材のスペアパーツや交換部品が市

場から調達できなくなり、機材の修復や活用そのものが出来ないという問題が報告されている。機能回

復が必要となっている機材はいずれも使用頻度が高く重要なものであり、また、武装勢力による治安

情勢の悪化が懸念されているルガンスク、ドネツク各州からも小児の患者が転送されてくることが報告

されていることから、本フォローアップ協力による対応の緊急性が高い。  

Ⅰ及びⅡ期により調達された医療機材は調達後 7 年から 8 年程度経過しているが、当初の計画の

目的を達成しており、ウクライナ国側における維持管理体制も良好であることが報告されていることか

ら、本フォローアップ調査において自助努力により対応できない部分について追加的にスペアパーツ

や交換部品の調達、機材の修理、必要に応じた機材の更新を中心に本フォローアップ協力内容を検

討する。 

なお、ルハンスク、ドネツク各州の州立小児病院については、治安上の懸念から対象病院への現地

調査は困難であると判断されるため、本フォローアップの調査の対象から除外する。 

 



ii 

 

2．現地調査結果 

1) ハリキウ州立第 1 小児病院 

1976 年設立、ハリキウ州 300 万人の小児医療のトップレファラル病院で、ハリキウ医科大学

の臨床教育病院でもある。以下に示す基本設計当時設定した効果指標から、前回案件以降、コ

ンスタントに調達された機材は活用されている。また紛争により東部ルハンスクおよびドネツ

ク州においては、十分な医療サービスが提供されておらず、2 つの州の小児患者も多数受けて

いれている。2014 年には、1,400 人の子供を受け入れた。維持管理費用は州政府からの予算確

保は困難な状況で十分ではない。しかし、地域の企業や篤志家等からの支援により、全案件で

調達された CT の修理や設備改修を実施している。要請 11 品目に加え、全案件で調達された製

品全数の調査の結果、17 品目をフォローアップ対象とする。 

 

  プロジェクト成果指標 

指標／年度 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 
目標年 
実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

X 線撮影件数 
(胸部、消化器官、骨) 

6,214 8,062 11,746 11,656 11,736 11,645 

超音波診断件数 
(循環器、腹腔) 

46,738 41,185 59,436 63,837 68,037 68,897 

内視鏡検査件数 
(食道、結腸、気管支) 

1,304 1,350 1,518 1,739 2,394 1,846 

臨床検査件数 
(血液学/生化学/尿検査） 

114,138 n.d. n.d. 212,747 412,469 511,567 

 

2) ドニプロペトロフスク州立小児病院 

1980 年設立、州人口 350 万人の小児医療のトップレファラル病院である。ハルキウ同様に医

科大学の臨教育病院も兼ねている。全案件実施後、病院の診断機能が向上していることは、下

表からもわかる。他州同様州予算は厳しく十分な機材調達費用や維持管理費用の捻出は困難で

あるが、地域企業による支援によって周産期センターの設立および既存施設の改修を実施して

いる。なお当州は東部地区から約 12 万人の避難民を受け入れており、潜在的には約 4,000 人の

小児患者がいる。 

要請された 6 品目および調達機材全数を調査した結果、13 品目をフォローアップ対象とする。 

 

  プロジェクト成果指標 

指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 
目標年 
実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

X 線撮影件数 
(骨、胸部、泌尿器) 

16,832 11,357 12,735 27,412 25,040 28,964 

指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 
目標年 
実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

超音波診断件数 
(腹腔、腎臓、脳) 

76,177 25,534 28,414 115,333 112,153 118,674 
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指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 
目標年 
実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

内視鏡検査件数 
(食道、十二指腸、気管支) 

2,699 1,500 2,200 6,222 7,750 9,040 

臨床検査件数 
（血液学/生化学/尿検査） 

565,285 n.d. n.d. 479,097 582,984 560,446 

 

3) キロボハラート州立小児病院 

1972 年設立、州内小児人口 17 万人の小児医療のトップレファラル病院である。前回案件の

効果は非常に大きく、特に内視鏡検査は約 10 倍以上増加、新たに調達された腹腔鏡によって

診断機能は格段の向上をみせた。他州同様に、東部からの難民が流入しており、約 2,000 人の

小児が含まれている。当病院には、企業および NGO 等からの寄付や支援を管理する「 

人道支援委員会」があり、物品、修理のほか予算以外の資金の管理を行っている。 

要請品目は、15 品目であったが、全調達機材の調査の結果、24 品目をフォローアップ対象と

する。 

  プロジェクト成果指標 

指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 
目標年 
実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

X 線撮影件数 
(骨、胸部、消化器) 

14,021 21,877 25,081 27,035 23,389 25,571 

超音波診断件数 
(腹腔、脳、循環器) 

15,541 16,278 11,209 14,637 16,807 18,699 

内視鏡検査件数 58 351 469 475 612 786 

臨床検査件数 
(血液学/生化学/尿検査) 

219,593 n.d. n.d. 399,710 395,537 406,311 

 

3. フォローアップ協力の内容 

全調達機材の調査結果、フォローアップ内容は、部品供給、部品供給及び修理、機材更新の

3 種類に分けられ、それぞれに優先度を A、B、C を設定した。 

 

優先度 A：小児病院における診断および治療の機能改善に重要な機材で、病院側が自力での

機能回復が困難と判断される機材 

優先度 B：医療サービスの改善には必要な機材だが、A に比べ医療サービスに関わる重要度

は若干低いが、機能回復のために対応が望ましいと判断された機材 

優先度 C: これまでの施設の維持管理体制から対応可能な機材および、現状の機材で医療サ

ービに支障がきたさないと判断できる機材 

 

本フォローアップ協力においては、上記対象機材うち優先度 A および B を対象とする。協

力対象の機材点数についは、優先度 Aは 31品目、156 点、Bは、10 品目、47 点となる。 
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4. 施工管理 

本協力の対象のうち、交換部品および修理機材については、第 3 国品を含めた銘柄を指定

した調達とする。また更新機材については、前案件で調達された機材を参考に、同等仕様の

機材を複数社から比較し計画する。迅速な調達が必要であることから、本邦入札とし、短期

間での実施を計画する。 

なお、機器修理に関わる技師の派遣について、対象となる 9 アイテムの中で、オートクレ

ーブの一機種についてのみ第 3 国(英国)のメーカーより専門技師の派遣を計画する。それ以外

の機器については、メーカー指定の現地代理店及び現地メーカーにより対応する。 

本フォローアップ協力の実施期間は、入札／業者契約に 2.0 ヶ月、製品の製造に約 4.0 ヶ月、

梱包／輸送および税関、引き渡しに約 1.5 ヶ月と想定する。 
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1．調査目的と背景 

1-1 調査対象案件の経緯 

ウクライナ（603,700km2、4,543 万人1）はヨーロッパ東部、黒海の北岸に位置し、ポーラン

ド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバ、ベラルーシ、ロシアと国境を接する。

2001 年国勢調査の結果では、国民の多くがウクライナ人（77.8%）、次いでロシア人（17.3％）

であったが、このほか、ベラルーシ人、モルドバ人、クリミア・タタール人、ユダヤ人も含め

た多民族国家である。1991 年の独立後、1996 年には憲法を制定し、独自通貨（フリブニャ）

を導入した。2004 年末の大統領選挙をめぐる「オレンジ革命」を経てユーシチェンコ大統領が

就任し言論の自由など民主化を推進したが、度重なる首相の交代、議会解散と再選挙などによ

って内政は混乱した。 

ウクライナは、旧社会主義圏の国々の中では比較的急速に乳児死亡率が低下していた。しか

しながら、ルハンスク、キロボアラード、ドネツク、ドニプロペトロフスク、ハルキフの 5 つ

の州は同国内でも乳児死亡率が高く、小児医療施設の改善が急務な状況にあった。政情が不安

定のなか、これら 5 つの州は財政的にも厳しい状態にあり、保健医療サービスへの予算支出が

十分ではなかったため、老朽化した医療機材の更新が出来ず、各州の小児医療のトップレファ

ラル病院である州立小児病院において適切な医療サービスを提供することが困難な状況にあ

った。かかる状況の中、ウクライナ政府は上記 5州の州立小児病院における診断精度や治療技

術の向上を目的とし、2001 年に各州立小児病院の医療機材の整備を日本政府に要請し、2007

年度にルハンスクおよびキロボアラードを対象とした「小児病院医療機材整備計画Ⅰ期」、2008

年度にドネツク、ドニプロペトロフスクおよびハルキウを対象とする「同計画Ⅱ期」が実施さ

れた。 

2013 年 11 月、当時のヤヌコーヴィチ大統領が 2013 年 11 月に EU との政治・貿易協定の調印

を見送ったことに端を発して大規模な反政府運動が勃発し、2014 年 2 月には 80 名以上の死者

を出す大規模衝突に発展した。その後、ヤヌコーヴィチ大統領が行方をくらましたことを受け

て、最高議会において大統領解任と大統領選挙の繰り上げ実施が決議され、暫定政権が発足し

た。 

その直後の 3 月、ウクライナ南部のクリミア自治共和国において、共和国政府による住民投

票にてロシアへの編入賛成が大多数を占め、ロシアがクリミアを編入した。しかし、ウクライ

ナ政府はこれをロシアの武力による違法占拠であるとし、欧米諸国も、ロシアの動きは国際法

に反するものであり、ウクライナからのクリミアの独立とロシアへの編入は無効であるとして、

ロシアへの制裁を実施した。 

3 月以降も、ウクライナ東部・南部の地域において、反暫定政権派と暫定政権派との間で衝

突が発生し、親ロシア的な分離独立派の武装勢力が州庁舎や警察機関などを掌握するなどした。

4 月以降、暫定政権側は分離独立派武装勢力をテロリストとみなして「反テロ作戦」を開始し、

                             
1 外務省 各国・地域情勢 ウクライナ基礎データ   

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ukraine/data.html#section1 
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これに対して分離独立派武装勢力も軍事力を使って対抗したため、事実上の戦争状態となった。 

その後の大統領選挙によって選出されたポロシェンコ元経済発展・貿易相が 6 月に大統領に

就任した。それ以降も東部では戦闘が続いており、一時的にウクライナ政権側と分離独立派に

ロシア、ドイツ、フランスを含めて一時停戦案も合意されたが、その後も各地で市街戦を含む

戦闘が行われ、多数の民間人にも犠牲がでている。 

本フォローアップ調査においては、2007 年から 2009 年にかけて実施された無償資金協力「小

児病院医療機材整備計画」の対象施設である、1 期（2008 年 2 月完工）のルハンスクおよびキ

ロボアラード、2期（2009 年 2月完工）ではドネツク、ドニプロペトロフスク、ハルキフの州

立小児病院としたが、ドネツク州、ルハンスク州の病院は紛争地にあり、日本の調査団が踏査

できる状況にはない。このためこの 2 か所を除いた 3 州（キロボアラード、ドニプロペトロフ

スク、ハルキフ）の州立小児病院を対象として、本フォローアップ調査を実施した。 

 

1-2 調査の方針、内容 

フォローアップ協力事業を実施するにあたり、３つの対象施設から協力要請のあった機材を

優先的に調査対象とし、また不具合のある機材の修理、もしくは交換部品および消耗品の支援

により機材が継続使用できるような機材も含めた協力内容を基本とする。なかでも小児病院機

能の根幹にかかる機材、特に診断治療機能の向上につながる、新生児関連機材、診断機器に高

い優先度を与える。 

各施設において、医療機材維持管理担当者とともに要請された機材の配置された全部署を訪

問し、前案件の完工からのこれまでの使用状況や故障状況の確認を行った。同時に施設での修

理状況やサービス代理店の活動状況についても聴取し、維持管理体制の確認を行った。また、

前案件で調達機材ごとに登録された機材の代理店を訪問し、修理体制、スペアパーツおよび消

耗品の供給体制を確認した。 

 

1-3 調査対象施設 

 本フォローアップ調査の対象施設は以下である。 

・ハリキウ州立第 1 小児病院 

・ドニプロペトロフスク州立小児病院 

・キロボアラード州立小児病院 

 

1-4 調査対象機材 

それぞれの州保健局が各施設からの要請を取りまとめ、ウクライナ国保健省から我が国へ支

援要請した機材は以下(表 1，2，3)のとおりである。それぞれハルキウ州立小児病院 11 品目、

ドニプロペトロフスク州立小児病院 6 品目、キロボアラード州立小児病院 15 品目の本体ある

いは部品の修理や交換である。また、ほぼ同時期にハリキウ州立第 1病院から追加として小児

関連機材、臨床検査関連機材等、37品目の機材が要請された。追加要請については当初対象外
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としたが、当該施設は、東部紛争地域に近く、特にドネツク州から多くの小児患者を受け入れ

ており、事実上東部における小児病院のトップレファラル施設となっている。当施設の診断機

能の向上は非常に重要と考えられ、臨床検査機材等診断用機材の必要性は高いことから調査対

象とした。 

 

表 1ハルキウ州立第 1小児病院の要請品目  

機材種類 品目数 前案件の調達機材とフォローアップの要請機材 

小児科関連 2/4 品目 保育器、インファント・ウォーマ A、光線治療機、超音波ネブ

ライザ 

ICU 関連 1/2 品目 シリンジ・ポンプ、輸液ポンプ 

ME 機器 3/5 品目 患者監視装置、人工呼吸器、パルスオキシメータ、除細動器、 

麻酔器（人工呼吸器付）付属の患者監視装置 

画像診断 1/4 品目 X 線診断装置（移動式）、X線診断装置（デンタル）、 

超音波診断装置（カラードップラー）A、CT スキャナー 

生理機能検査 1/1 品目 スパイロメータ 

手術室機材 1/6 品目 吸引器、吸引器（卓上型）、手術台、無影灯、無影灯（移動型）、 

電気メス 

内視鏡 4 品目 直腸鏡（硬性）、膀胱鏡（硬性）、気管支鏡（硬性）、 

消化器内視鏡（軟性） 

臨床検査室 1/6 品目 顕微鏡、分光光度計、ペーハー･メータ、遠心器（卓上型）、恒

温水槽、ふらん器 

滅菌器 1/3 品目 オートクレーブ、乾熱滅菌器、オートクレーブ(縦型） 

その他 1 品目 デンタル・チェア 

計 11/37 品目  

                       品目数の母数は前案件での調達機材数（以下同様） 

                       下線付き太字はフォローアップ要請の機材（以下同様） 

表 2ドニプロペトロフスク州立小児病院の要請品目 

機材種類 品目数 前案件の調達機材とフォローアップの要請機材 

小児科関連 2 品目 保育器、光線治療機 

ICU 関連 2 品目 シリンジ・ポンプ、輸液ポンプ 

ME 機器 5 品目 患者監視装置、人工呼吸器、パルスオキシメータ、除細動器、 

麻酔器（人工呼吸器付） 

画像診断 1/4 品目 X 線診断装置（一般）、X 線診断装置（移動式）、超音波診断装置、 

超音波診断装置（カラードップラー）A 

生理機能検査 2 品目 心電計、スパイロメータ 

手術室機材 7 品目 吸引器、吸引器（卓上型）、手術台、無影灯、無影灯（移動型）、 

電気メス、手術台（整形外科） 

内視鏡 5 品目 腹腔鏡、膀胱鏡（軟性）A/B、気管支鏡（軟性）A、消化器内視鏡

（軟性） 

臨床検査室 3/7 品目 血球計数装置、顕微鏡、分光光度計、ペーハー･メータ、遠心器

（卓上型）、恒温水槽、ヘマトクリット遠心器 

滅菌器 2/2 品目 オートクレーブ、乾熱滅菌器 

計 6/36 品目  
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表 3キロボアラード州立小児病院の要請品目  

機材種類 品目数 前案件の調達機材とフォローアップの要請機材 

小児科関連 1/5 品目 保育器、保育器（搬送用）、インファント・ウォーマ A/B、光線

治療機、超音波ネブライザ 

ICU 関連 1/2 品目 シリンジ・ポンプ、輸液ポンプ 

ME 機器 4/5 品目 患者監視装置、人工呼吸器、パルスオキシメータ、除細動器 

麻酔器（人工呼吸器付） 

画像診断 4/5 品目 X 線診断装置（一般）、X線診断装置（移動式）、 

X 線診断装置（デンタル）、 

X 線診断装置（透視）、超超音波診断装置（カラードップラー）C 

生理機能検査 1/2 品目 心電計、スパイロメータ 

手術室機材 1/8 品目 吸引器、吸引器（卓上型）、手術台、無影灯、無影灯（移動型）、

手術用顕微鏡（眼科用）、電気メス、手術台（整形外科） 

内視鏡 1/6 品目 腹腔鏡、直腸鏡（硬性）、膀胱鏡（軟性）B、膀胱鏡（硬性）、気

管支鏡（軟性）B、消化器内視鏡（軟性） 

臨床検査室 1/8 品目 遠心器（卓上型）、恒温水槽、ふらん器、ヘマトクリット遠心器、

血球計数装置、顕微鏡、分光光度計、ペーハー･メータ 

滅菌器 1/2 品目 オートクレーブ、乾熱滅菌器 

計 15/43 品目  

 

2．当該セクターの現状 

2-1 ウクライナ国における保健医療事情 

ウクライナの保健事情は、1991 年の独立直後の経済の停滞により、結核や感染症が増加した

時期があったが、その後市場経済への移行にともない GDP が大幅に増加し、生活水準の向上

にともない感染症については改善されてきた反面、心血管疾患、癌等の非伝感染性疾患が増加

している。小児保健の状況は以下に示すとおりであり、ここ十年においては、改善傾向にある

が、これまでの不安定な政情から財政的に国民に対し十分な医療サービスと提供できない状況

にある。このような傾向は地方において顕著であり、州の財政、保健予算は切迫しており、医

療サービスの低下が見られる。 

表 4 近隣諸国の保健指標  

国名/ 指標 
人口 

（千人） 
平均余命 

合計特殊 

出生率 

新生児 

死亡率
(1000) 

5 歳未満児 

死亡率(1000) 

5 歳未満児 

死亡率 順位 

日本 127,250 83 1,4 1 3 185 

ベラルーシ 9,405 70 1.5 3 5 161 

ポーランド 38,211 76 1.4 3 5 161 

ロシア連邦 143,170 68 1.5 10 6 136 

ウクライナ 45,530 68(70) 1.5 5 11(20) 132 

ルーマニア 21,755 74 1.4 8 12 129 

モルドバ 3,514 69 1.5 9 18 100 

        出典 国連人口局、ユニセフ、WHO、世界銀行（数字）は 1999 年データ 
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3．現地調査結果 

3-1 対象案件の現状 

3-1-1 施設概要及び活動状況 

以下に各対象施設の活動状況を示す。網掛け部分は、前案件調査時の 2005 年に設定した効

果指標で、目標達成をⅠ期の施設は 2008 年、Ⅱ期の施設を 2009 年としたが、2011 年に事後評

価がされたためその時点の状況についても評価した。 

 

1) ハリキウ州立第 1 小児病院 

表 5 病院の活動内容 

指標／年度 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 

目標年 

実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

病床数 (ICU, NICU) 444(21,6) n.d. n.d. 393(27,12) 393(27,12) 393(27,12) 

職員数 (医師) 754(147) n.d. n.d. 806(145) 804(139) 804(145) 

外来患者数 79,352 n.d. n.d. 79,824 72,040 70,607 

入院患者数 16,284 n.d. n.d. 20,103 20,714 20,665 

上位医療施設へ転送数 11 5 5 6 4 3 

下位医療施設からの転送数 14,827 16,349 17,861 11,623 11,815 12,238 

外科手術件数 5,500 n.d. n.d. 6,958 7,012 6,906 

X 線撮影件数 

(胸部、消化器官、骨) 6,214 8,062 11,746 11,656 11,736 11,645 

超音波診断件数 

(循環器、腹腔) 46,738 41,185 59,436 63,837 68,037 68,897 

内視鏡検査件数 

(食道、結腸、気管支) 1,304 1,350 1,518 1,739 2,394 1,846 

臨床検査件数 

(血液学/生化学/尿検査） 114,138 n.d. n.d. 212,747 412,469 511,567 

    （基本設計調査報告書および質問書回答より） 

 

1976 年設立、ハリキウ州約 300 万人の小児医療のトップレファラル病院である。人口約 145

万人のハリキウ市に位置し、医療サービスだけでなく、ハリキウ医科大学の臨床教育施設に

なっており、豊富な教授陣、指導医を擁し、国内の学生だけでなく、近隣諸国やアフリカか

ら学生を迎え医学教育を提供している。病床数は、前回案件実施時から比較すると 51床減少

しているが、前回案件で調達した機材により ICU(Intensive Care Unit、集中治療室)および

NICU（Neonatal Intensive Care Unit,新生児集中治療室）を増床し、職員および医師の増員

を行い、新生児への医療サービスの向上に努めている。また本案件で調達された機材により

当施設の機能が強化され、これまで当施設で提供できなかった小児への診断や治療が可能に

なったことで、上位病院への転送数が減少している。外来患者および下位施設からの転送数

の減少については、ここ 10 年間、ほとんど人口が増加していないことと、下位施設の機能が
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向上し、レファラル機能が働いていることに起因しているとのことである。反対に、効果指

標として設定したそれぞれの検査数は増加しており、調達機材が有効に使用されている。な

かでも手術室の内視鏡による処置の様子をカメラに映し出し、手術室外の部屋での研修等機

会に共有し、医師の医療技術の向上に効果をあげている。また全臨床検査数の増加は 4 倍増

加しており、現状の機材では検査需要に追いつかず、検査機器の整備が望まれている。 

 なお、ウクライナ紛争により東部のルハンスク、ドネツク州においては十分な医療サービ

スが提供できる状況にないため、当該施設が、東部地域からの小児患者および負傷者、特に

重篤な患者を直接受け入れており、昨年 2014 年から約 1,400 人を受け入れた。この中には集

中治療の必要な小児は 120 名、23 名の新生児が含まれる。 

以下に当該施設の総支出を示す。 

 

表 6 ハリキウ州立第 1小児病院の支出   (ウクライナ・グリブナ) 

支出／年度 2005 年 2012 年 2013 年 2014 年 

総支出 9,801,044 40,521,199 44,028,173 43,091,321 

機材維持管理経費 
（医療機材、部品） 

1,453,718 155,263 118,084 237,040 

           （基本設計調査報告書および質問書回答より） 

 

人件費が全体経費の 70〜80％を占め、機材維持管理に費やす費用は、全体の 1％にも満た

ない状況である。近年の国全体の財務状況から州政府からの予算確保は困難になっており、

医療サービスの質を維持するために、維持管理費の一部を地域企業、患者家族からの支援に

より賄っている。本協力の要請には CTスキャナーの修理が含まれていたが、本機器のこの地

域での重要性から複数の外食チェーン店と病院によるキャンペーンを実施し、利用者から寄

付を募り修理を行っており、調査時には稼働状態になっていた。他にも紛争地に本拠地があ

るサッカーチーム（ドネツクシャフタール）による支援等を院内改修および医療機材の購入

に充て、環境整備やサービスの向上に努めている。これらの財源で 2013 年は、17 品目（顕

微鏡、小型滅菌器、保育器、モニター等）、2014 年は、13 品目（検眼鏡、体重計、滅菌器、

手術関連機材等）総額約 400 万円の機材を購入している。なお、2015 年度は、州政府から小

児外科の改修費が計上された。 

 

 2)ドニプロペトロフスク州立小児病院 

表 7 病院の活動内容 

指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 

目標年 

実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

病床数 (ICU, NICU) 410 (12)   410 (12,6) 410 (12,6) 410(12,6) 

職員数 (医師) 725(167)   836(170) 840(171) 834(176) 

外来患者数 40,050   122,907 126,909 130,639 
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指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 

目標年 

実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

入院患者数 13,764   17,251 16,811 17,908 

上位医療施設へ転送数 5 10 7 6 4 4 

下位医療施設からの転送数 13,764 12,768 21,251 17,244 16,803 17,904 

外科手術件数 5,466   7,058 6,876 7,706 

X 線撮影件数 

(骨、胸部、泌尿器) 
16,832 11,357 12,735 27,412 25,040 28,964 

超音波診断件数 

(腹腔、腎臓、脳) 
76,177 25,534 28,414 115,333 112,153 118,674 

内視鏡検査件数 

(食道、十二指腸、気管支) 
2,699 1,500 2,200 6,222 7,750 9,040 

臨床検査件数 

（血液学/生化学/尿検査） 
565,285 

  
479097 582,984 560,446 

                                        （基本設計調査報告書および質問書回答より） 

 

1980 年設立にされ、2015 年で開院 35 年となる。ドニプロペトロフスク市は約 100 万人で、

州全体の人口は約 350 万人である。ハルキウ小児病院同様、医科大学の臨床教育施設になっ

ている。前回案件実施前に就任した院長の牽引により、同地区の小児医療のトップレファラ

ル病院としての機能向上のため、施設および機材の改善を実施してきた。全案件実施と同時

期に、CTスキャナーやMRI(Magnetic Resonance Imaging,磁気共鳴画像診断装置)の導入、

周産期センターや既存施設の改修を実施し、支援による機材の調達でさらに機能が強化され、

上表からわかるように、超音波診断件数および内視鏡検査数が大幅に増加している。なかで

も腹腔鏡下の処置数が、120 件から 1200 件に増加している。X 線撮影件数が一時期減少した

が、故障によるもので、以後は増加傾向にある。外来患者についても、施設が改善されて以

降増加している。当施設もハリキウと同様に、病室の環境改善に力をいれており、各室には

浴室およびトイレを完備し、患者や家族の満足度向上に努めている。 

 案件実施後は、各検査体制が向上し、上位施設への転院となるのは血管造影や人工透析の

患者で、他の疾病は当施設でほぼ対応ができている。なお、東部地区からの避難民は 12万

人を超え、潜在的に 4000 人程の小児患者がいる。2014 年には、直接東部地区から 400 名の

患者を受け入れている。 

以下に当該施設の総支出を示す。 

 

表 8 ドニプロペトロフスク州立小児病院の支出  (ウクライナ・グリブナ) 

支出／年度 2005 年 2012 年 2013 年 2014 年 

総支出 13,482,900 49,735,239 51,883,082 53,087,287 

機材維持管理経費 
（医療機材、部品） 

3,968,091 1,432,435 1,723,955 1,798,885 

                              （基本設計調査報告書および質問書回答より） 
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案件実施当時に比べると維持管理の経費は少なく、2〜3％となっている。他の施設同様に、

医療機材代理店との保守契約は結んでおらず、必要に応じて修理等を依頼している。昨年は、

CT と放射線の修理に合わせて約 650 万円（約 100 万グリブナ）の経費がかかっている。維

持管理の予算規模は十分ではなく、補充が必要な医療機材の購入には足りていない。当施設

も、地域の企業や個人からの寄付が大きな支援となっている。過去３年間に、1000 万円規

模の医療機材や修理部品をこれらの支援で購入している。内容は、モニターや電気メス、シ

リンジ・ポンプ等の外科関連機材、臨床検査関連機材、超音波診断装置等である。 

 

3) キロボアラード州立小児病院 

表 9 病院の活動内容 

指標／年 
2005 年 

基本設計時 

2008 年 

目標年 

実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

病床数 (ICU, NICU) 480   400(6,6) 400(6,6) 400(6,6) 

職員数 (医師) 727(92)   595(102) 591(103) 587(102) 

外来患者数 38,152   38,286 47,992 49,174 

入院患者数 13,240   13,479 13,727 13,859 

上位医療施設へ転送数 320  450 480 500 495 

下位医療施設からの転送数 12,065  14,024 12,063 12,510 12,697 

外科手術件数 3,007   2,810 3,169 3,314 

X 線撮影件数 

(骨、胸部、消化器) 
14,021 21,877 25,081 27,035 23,389 25,571 

超音波診断件数 

(腹腔、脳、循環器) 
15,541 16,278 11,209 14,637 16,807 18,699 

内視鏡検査件数 58 351 469 475 612 786 

臨床検査件数 

(血液学/生化学/尿検査) 
219,593 

  
399,710 395,537 406,311 

                                     （基本設計調査報告書および質問書回答より） 

 

1972 年設立、人口約 100 万人のキロボアラード州における小児医療のトップレファラル病

院である。2014 年現在、小児は約 17 万人となっている。他の 2対象施設と施設規模は同等

であるが、病院の裨益人口規模は半分以下となっており、外来患者数、外科手術件数、検査

数については、他の 2 施設に比べ少ない。しかし、前回案件実施の効果は非常に大きく、内

視鏡検査数は、10 倍以上に増えており、特に腹腔鏡検査においては、当該地域には品質の

確保された機材が当施設にしかないため、処置数は年間 100 件を超えている。腹腔鏡は手術

や医学生の教育にも使用しており有効活用されている。同時に X線撮影件数についても同様

で、前回案件で 1 台調達したことにより、撮影件数が大幅に増えている。また東部地域から

当該州へ約１万人の難民が流入しており、うち約 2,000 人が小児とのことである。 

以下に当該施設の総支出を示す。 
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表 10 キロボアラード州立小児病院の支出    (ウクライナ・グリナ) 

支出／年度 2005 年 2012 年 2013 年 2014 年 

総支出 8,887,765 29,377,823 32,936,582 35,559,799 

機材維持管理経費 
（医療機材、部品） 1,942,552 47,510 86,311 87,157 

                            （基本設計調査報告書および質問書回答より）  

 

他の 2 施設同様に当病院においても、州からの予算の配分は厳しく他の 2 病院に比べ維持

管理経費が少ない。医療機材代理店との保守契約はなく、修理の必要に応じ対応している状

況である。ただし、当病院には、企業、NGO および篤志家からの寄付や支援を管理する「人

道支援委員会」が組織されており、修理や部品の調達および機材の補充を集まった支援で対

応している。2012 年には約 400 万円の医療機材（吸引器、小型滅菌器、モニター類等）、2013

年には約 100 万円の医療機材（輸液ポンプ、滅菌器等）を購入している。 

 

3-2 維持管理体制 

国立病院における医療機材の維持管理は、各病院に設けられた維持管理部門により行われ

ている。維持管理部門には医療機器計量士がおり、CT、放射線装置、超音波診断装置等高度

医療機器を除く一般医療機材の定期点検、校正等の管理を行っている。医療機器計量士は、

州保健局内に設置された計量学センターに登録された人材が病院職員として勤務する。 

病院の維持管理部から、定期的に校正が必要な心電計、患者モニター、保育器、血球計測

装置、ペーハーメータ等の校正を計量学センターに依頼し、技術者が派遣され校正するシス

テムになっている。その際、機器の不良により校正が不能で修理が必要と判断された場合に

は、代理店に対しての修理依頼を行う。またその結果は州保健局にも連絡される。以下に医

療機器計量士の業務の流れを示す。 

 

3-2-1 ハルキウ州立第 1 小児病院の維持管理体制 

維持管理部には医療機器計量士が 1 名のみである。工学系の学校を卒業した維持管理技師

が 2 名、放射線、超音波を除く医療機器の点検、修理を行っている。オートクレーブなどの
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修理も対応しており、本案件で調達した高圧蒸気滅菌器１台の修理実績がある。X 線装置（一

般撮影、移動型）や、超音波診断装置など難易度の高い機器に関しては、代理店に作業を依

頼している。 

 

3-2-2 ドニプロペトロスク病院の維持管理体制 

維持管理部の職員として女性 2 名が業務にあたっている。うち 1 名は電気工学系の大学を

卒業後、国家資材・機械補給委員会を経て、当病院に配属された。通算 30年の経験が有して

いる。 

他の 1 名は、大学で応用物理学を専攻の後、病院に配属され 8 年の経験を有している。2014

年より、医療機器計量士として業務に当たっている。修理等の作業は指導の管理のもと電気

及び機械技師が行っている。なお病院内で対応できない機器については、維持管理部より代

理店へ依頼される。放射線、超音波および自動分析器等高度な機器に関しては代理店が直接

対応している。 

 

3-2-3 キロボアラード病院の維持管理体制 

維持管理部には、病院の予算的な制約から配属されておらず、営繕部の電気技師が不具合

発生時に個々に対応している。しかし医療機器に関する専門的な知識が無いためにヒータ交

換や断線の修理等軽微な内容に限られている。 

 

3-3 現地代理店の状況 

前案件完工時に調達機材のサービス代理店が設定された。表 11に主な代理店を示す。本調

査において各代理店を訪問し調査を実施した。概ねどの代理店も現在でも商業活動を継続し

ており、それぞれの機材の状況確認および情報の提供については協力的で、また対象病院と

の関係は良好である。病院の予算が確保できた際には、修理や部品の供給は可能であるが、

前述のとおり州保健局の財政難から実際には十分に対応できていない。 

本フォローアップ協力において対象となっている機材で、交換部品および修理が必要な日本

製、ウクライナ製及び第三国製の機材の大部分については、以下の表 11に示す代理店で対応

が可能なことが確認されている。 

 

表 11 対象機材の現地代理店 

No. 代理店名 
社員数 
（技師） 

取扱メーカー 主な機材 製品原産地 

1 Paramed 10(3) Newport 人工呼吸器 米国 

2 
Global 
Biomarketing Grup 

20(4) エルマ販売 分光高度計、血液学分析器 日本 

3 MED EK Service 15(2) 
アコマ、 
山田医療照明 

麻酔器、手術台、保育器、
恒温槽 

日本、 
イタリア 
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No. 代理店名 
社員数 
（技師） 

取扱メーカー 主な機材 製品原産地 

4 UTAS 150(40) Utas 
心電計、患者モニター、シ
リンジ・ポンプ、パルスオ
キシメーター 

ウクライナ 

5 Medychny Komplex 25(8) 
島津製作所、 
コニカミノルタ 

放射線機器 日本 

6 Teleoptic 11(5) 
Biomedical 
International 
SRL,Teleoptic 

放射線機器 
スペイン、 
ウクライナ 

7 ASECA 10(2) ペンタックス 内視鏡 日本 

8 Karl Storz 9(2) カールストルツ 腹腔鏡 ドイツ 

10 Profimed 69(7) Medeco 麻酔器 ベルギー 

11 N.T.Techno 15(4) アトム 小児関連機材 日本 

12 CONTACT Co 25(11) CONTACT 腹腔鏡 ウクライナ 

13 OLYMPUS Ukraine 5(0) オリンパス 内視鏡 日本 

14 UMT 42(17) 東芝 放射線機、超音波診断装置 日本 

 

4．フォローアップ協力案 

4-1 要請内容の検討と協力案 

4-1-1 調査結果の検討 

フォローアップ協力として先方から正式要請のあった機材は、表 1、2、3 で示したとおり、

ハリキウ；11 品目、ドニプロペトロフスク；6 品目、キロボアラード；15 品目に加え、ハリキ

ウからの追加 37 品目である。現地調査においては要請機材のほか、前案件で調達された機材

の修理や更新を行うことで現状の病院機能の改善が期待できる機材を対象とした。従って、現

地調査では、要請機材の調査の他、施設内の故障機材の問題の特定を行い、表 12、13、14 に

取りまとめた。 

ハリキウからの要請 11 アイテムのうち、地域企業の支援で修理し稼働している CT スキャナ

ーを除く 10 アイテムに、追加要請機材 37 品目のなかの前案件で調達された機材と同じ機材の

状況を確認し、修理や不足している部品の調達および老朽化した機材を更新する事で州のトッ

プレファラルの病院の機能向上に効果のある機材を選定した。 

 

表 12 ハリキウ州立第 1 小児病院要請機材の調査結果 

番号 機器名 
当初 

納入数 

要請

数 

新規 

要請 
現状（）内数量は要請数量 対応 数量 優先度 

1 保育器 5 4 4 
温度センサーの劣化による気化

器の過熱による破損（4） 
更新 8 A 

2 患者監視装置 12 11   Spo2 センサーの不良（11） 部品供給 11 A 

3 
患者監視装置 

（麻酔器付属品） 
6   3 Spo2 センサーの不良（3） 部品供給 3 A  

4 シリンジ・ポンプ 17 3 17 

スライダー部分の破損（11）、 

制御部の劣化による設定入力が

行えない（9） 

 

更新 20 A 
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番号 機器名 
当初 

納入数 

要請

数 

新規 

要請 
現状（）内数量は要請数量 対応 数量 優先度 

5 
人工呼吸器 

（新生児用） 
3 3   

患者回路の劣化、マスクの劣化、

酸素センサーの劣化（3） 
部品供給 3 A 

6 超音波ネブライザ 4 1   
超音波振動子の劣化による動作

不良、制御装置の劣化（4） 
更新 4 C 

7 スパイロメータ 1 1   マウスピース、記録紙の不足（1） 部品供給 1 B 

8 電気メス 6 6   患者電極の断線（6） 更新 6 B 

9 オートクレーブ 2 1   イオン交換装置水ポンプ不良（1） 
部品供給

＋修理 
1 A 

10 顕微鏡 8 1 7 プリズムの破損（1） 更新 8 B 

11 ＣＴスキャナー 1 1   病院側で修理済み 対象外     

追加 輸液ポンプ 10   10 ポンプ部劣化による不具合（10） 更新 10 A 

追加 
超音波診断装置 

（ｶﾗ—ﾄﾞｯﾌﾟﾗ—）Ｂ 
1   1 

操作パネルの劣化及びプローブ

の摩耗による故障（1） 
更新 1 A 

追加 吸引器（卓上型） 3   3 ポンプの破損による吸引不良（3） 更新 3 A 

追加 無影灯 6   6 電球切れ。（6） 部品供給 6 B 

追加 無影灯（移動型） 1   1 電球切れ。（1） 部品供給 1 B 

追加 
麻酔器（人工呼吸器

付,患者監視装置付） 
6   6 

酸素センサーの劣化（6）、 

麻酔ガスの変更による気化器の

交換（6） 

部品供給

＋修理 
6 A 

追加 消化器内視鏡（軟性） 1   1 摩耗による劣化（1） 更新 1 B 

追加 分光光度計 1   1 内部回路の破損による故障（1） 更新 1 A 

 

ドニプロペトロフスクからは 6品目の要請全アイテムに加え、全調達機材の調査の結果から、

同様に小児病院向上に効果のある機材 7 品目を対象とした。 

 

表 13 ドニプロペトロフスク州立小児病院要請機材の調査結果 

番号 機器名 
当初 

納入数 

要請

数 

新規 

要請 
現状（）内数量は要請数量 対応 数量 優先度 

1 
Ｘ線診断装置 

（移動式） 
3 1   管球及び内臓バッテリー劣化(1)  

部品供給

＋修理 
1 A 

2 オートクレーブ 2 2   
イオン交換器及び蒸気排気部の

故障、システムの動作不安定(2) 

部品供給

＋修理 
2 A 

3 乾熱滅菌器 2 1   ヒータの断線(1)  部品供給 1 A 

4 血球計数装置 1 1   
内部回路の劣化により測定精度

に狂いが生じている。(1)  
更新 1 A 

5 分光光度計 3 3   フローセルの劣化(3)  部品供給 3 A 

6 ペーハー･メータ 3 3   
電極の劣化及び、内部回路の劣化

により測定値が安定しない。(2)  
更新 2 A 

追加 輸液ポンプ 8   8 内部回路の劣化による故障(3)  更新 3 A 

追加 
超音波診断装置 

（ｶﾗ—ﾄﾞﾌﾟﾗ—）Ａ 
1   1 

操作パネルの劣化及びプローブ

の摩耗による故障(1) 
更新 1 A 

追加 心電計 2   1 
患者接続ケーブルの断線、患者電

極の摩耗(1) 
部品供給 1 C 
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番号 機器名 
当初 

納入数 

要請

数 

新規 

要請 
現状（）内数量は要請数量 対応 数量 優先度 

追加 スパイロメータ 1   1 操作パネルの劣化による剥離(1) 更新 1 C 

追加 腹腔鏡 1   1 
劣化によるレンズの曇り、パイプ

の曲がりによる破損(1) 
更新 1 A 

追加 無影灯 7   7 電球切れ。(7) 部品供給 7 B 

追加 無影灯（移動型） 3   3 電球切れ。(3) 部品供給 3 B 

追加 
麻酔器 

（人工呼吸器付） 
6   6 

麻酔ガス（ハロセン→セホフルラ

ン）の変更による気化器交換(6), 

酸素センサーの劣化(6)  

部品供給

＋修理 
6 A 

追加 恒温水槽 3   2 
水槽よりの水漏れによる制御回

路の破損(2)  
更新 2 A 

 

キロボアラードについては、要請 15 アイテムのうち正常に稼働している内視鏡を除く 14 ア

イテムに加え、上記同様に修理および更新が病院機能向上に効果のある 11 アイテムを追加機

材とした。 

表 14 キロボアラード州立小児病院要請機材の調査結果 

番号 機器名 
当初 

納入数 

要請

数 

新規 

要請 
現状（）内数量は要請数量 対応 数量 優先度 

1 患者監視装置 10 4   
センサーの不良（2）、内部回路

の劣化による故障（3） 
更新 5 A 

2 シリンジ・ポンプ 11 2   
スライダー部分の破損（6）、 
制御部の劣化による設定入力が

行えない（4） 

更新 10 A 

3 人工呼吸器 6 6   酸素センサーの劣化（6） 部品供給 6 A 

4 パルスオキシメータ 7 5   

プローブ劣化による測定不良

（5）、内部回路の故障により電
源が入らない（5） 

更新 5 A 

5 光線治療機 5 5 6 ランプ切れ(5) 部品供給 5 A 

6 
Ｘ線診断装置 

（移動式） 
2 2   管球及び内臓バッテリー劣化(2) 

部品供給

＋修理 
2 A 

7 Ｘ線診断装置（透視） 1 1   正常動作 対象外   
 

8 
超音波診断装置 
（ｶﾗ—ﾄﾞｯﾌﾟﾗ—）Ｃ 

1 1   
操作パネルの劣化及びプローブ
の摩耗による故障(1) 

更新 1 A 

9 心電計 5 4   
患者接続ケーブルの断線、患者電
極の摩耗(4) 

部品供給 4 A 

10 X 線診断装置（一般） 1 1   高圧発生器、位置決装置故障(1)  
部品供給
＋修理 

1 A 

11 電気メス 4 3   患者電極不良、内部回路故障(3) 更新 3 A 

12 
麻酔器 

（人工呼吸器付） 
3 3   

酸素センサーの劣化、麻酔ガスの
変更による気化器の交換、 
患者モニターの故障(3) 

部品供給

＋修理 
3 A 

13 オートクレーブ 2 2   
ポンプの劣化、吸排気が切り替わ
らない(2) 

部品供給
＋修理 

2 A 

14 消化器内視鏡（軟性） 1 1   正常動作 対象外     

15 ふらん器 2 1   制御部の故障(1) 更新 1 A 

追加 保育器 7   7 フィルターが不足（7） 部品供給 7 A 

追加 輸液ポンプ 3   3 ポンプの劣化による破損(3) 更新 3 A 
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番号 機器名 
当初 

納入数 

要請

数 

新規 

要請 
現状（）内数量は要請数量 対応 数量 優先度 

追加 
インファント・ウォー

マ A 
6     

酸素供給部の破損、温度センサー

の破損(6) 

部品供給

＋修理 
6 A 

追加 超音波ネブライザ 10   6 
振動子の劣化(2)、調整回路の故

障(4) 
更新 6 B 

追加 腹腔鏡 1   1 
劣化によるレンズの曇り、パイプ
の曲がりによる破損(1) 

更新 1 A 

追加 吸引器 4   2 ポンプの破損による吸引不良（2） 更新 2 B 

追加 吸引器（卓上型） 10   4 ポンプの破損による吸引不良（4） 更新 4 B 

追加 無影灯 5   5 電球切れ。(5) 部品供給 5 A 

追加 無影灯（移動型） 1   1 電球切れ。(1) 部品供給 1 A 

追加 
手術用顕微鏡 
（眼科用） 

1   1 電球切れ。(1) 部品供給 1 A 

追加 分光光度計 2   2 制御画面異常で制御できない(2) 更新 2 B 

 

4-1-2 フォローアップ協力内容 

  前項で調査内容を検討し、先方と協議の上、本協力の優先度を以下の通りに設定した。 

優先度 A：小児病院における診断および治療の機能改善に重要な機材で、病院側が自力での

機能回復が困難と判断される機材 

優先度 B：医療サービスの改善には必要な機材だが、A に比べ医療サービスに関わる重要度

は若干低いが、機能回復のために対応が望ましいと判断された機材 

優先度 C: これまでの施設の維持管理体制から対応可能な機材および、現状の機材で医療サ

ービに支障がきたさないと判断できる機材 

 

本フォローアップ協力においては、上記対象機材うち優先度 A および B を対象とする。優

先度 C の機材は、先方においても修理や調達対応が可能である機材や、また修理要請のあっ

た機材のうち超音波ネブライザーは施設内に複数保有している施設もあり、現状で需要に対処

できているため対象外とした。なお、ハリキウの保育器 8台、シリンジポンプ 20台ついては、

調査の結果から病院が所有するすべての機材になんらかの不具合があることが確認されたが、

本フォローアップ協力の方針として当初計画された機材の機能回復であることから、当初計画

で調達された機材のみ対象とする。以下表 15，16，17 にそれぞれの施設協力内容を示す。 

 

表 15 ハリキウ州立第 1 小児病院 

協力内容 優先度 協力対象機材 計画数量 

・問題回復のために交換部品または

消耗品の調達が必要な機材 

A 
患者監視装置 11 

患者監視装置（麻酔器付属品） 3 

B 

スパイロメータ 1 

無影灯 6 

無影灯（移動型） 1 

・機能回復には部品の交換または技

術者による修理が必要な機材 
A 

オートクレーブ 1 

人工呼吸器（新生児用） 3 

麻酔器（人工呼吸器付,患者監視装置付） 6 
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協力内容 優先度 協力対象機材 計画数量 

・経年による劣化で高価な部品交換

よりも機材の更新が適切と判断さ

れた機材 

A 

保育器 5 

シリンジ・ポンプ 17 

輸液ポンプ 10 

超音波診断装置（ｶﾗ—ﾄﾞｯﾌﾟﾗ—）Ｂ 1 

吸引器（卓上型） 3 

分光光度計 1 

B 

電気メス 6 

消化器内視鏡（軟性） １ 

顕微鏡 8 

 

表 16 ドニプロペトロフスク州立小児病院 

協力内容 優先度 協力対象機材 計画数量 

・問題回復のために交換部品または

消耗品の調達が必要な機材 

A 
乾熱滅菌器 1 

分光光度計 3 

B 
無影灯 7 

無影灯（移動型） 3 

・機能回復には部品の交換または技

術者による修理が必要な機材 
A 

Ｘ線診断装置（移動式） 1 

オートクレーブ 2 

麻酔器（人工呼吸器付） 6 

・経年による劣化で高価な部品交換

よりも機材の更新が適切と判断さ

れた機材 

A 

血球計数装置 1 

ペーハー･メータ 2 

輸液ポンプ 3 

超音波診断装置（ｶﾗ—ﾄﾞﾌﾟﾗ—）Ａ 1 

腹腔鏡 1 

恒温水槽 2 

 

表 17 キロボアラード州立小児病院 

協力内容 優先度 協力対象機材 計画数量 

・問題回復のために交換部品または

消耗品の調達が必要な機材 

 

A 

人工呼吸器 6 

光線治療機 5 

心電計 4 

A 

保育器 7 

無影灯 5 

無影灯（移動型） 1 

手術用顕微鏡（眼科用） 1 

・機能回復には部品の交換または技

術者による修理が必要な機材 

A 

 

Ｘ線診断装置（移動式） 2 

X 線診断装置（一般） 1 

麻酔器（人工呼吸器付） 3 

オートクレーブ 2 

インファント・ウォーマ A 6 
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協力内容 優先度 協力対象機材 計画数量 

・経年による劣化で高価な部品交換

よりも機材の更新が適切と判断さ

れた機材 

 

 

 

A 

患者監視装置 5 

シリンジ・ポンプ 10 

パルスオキシメータ 5 

超音波診断装置（ｶﾗ—ﾄﾞｯﾌﾟﾗ—）Ｃ 1 

電気メス 3 

ふらん器 1 

輸液ポンプ 3 

腹腔鏡 1 

・経年による劣化で高価な部品交換

よりも機材の更新が適切と判断さ

れた機材 

 

B 

超音波ネブライザ 6 

吸引器 2 

吸引器（卓上型） 4 

分光光度計 2 

 

 

4-2 事業計画 

4-2-1 機材調達計画 

本協力の対象のうち、交換部品および修理機材については、第 3 国品を含めた銘柄を指定し

た調達とする。また更新機材については、前案件で調達された機材を参考に、同等仕様の機

材を複数社から比較し計画する。迅速な調達が必要であることから、本邦入札とし、短期間

での実施を計画する。 

なお、機器修理に関わる技師の派遣について、対象となる 9 アイテムの中で、オートクレー

ブの一機種についてのみ第 3 国(英国)のメーカーより専門技師の派遣を計画する。それ以外の

機器については、メーカー指定の現地代理店及び現地メーカーにより対応する。 

以下に機器毎の調達予定国を示す。 

 

 表 18 機器毎の調達予定国 

調達予定国 調達機器等名 

本邦調達 

・更新機器 

シリンジ・ポンプ、スパイロメータ、パルスオキシメータ、ふらん器、 

ペーハーメータ、患者監視装置、吸引器、吸引器(卓上)、血球計数装置、 

顕微鏡、恒温水槽、消化器内視鏡(軟性)、超音波ネブライザ、超音波診断装置、

分光光度計、保育器、輸液ポンプ 

・交換部品 

スパイロメータ用マウスピース他、乾熱滅菌器ヒータ、光線治療器ヒータ、 

手術用顕微鏡(眼科用)用電球、保育器用フィルター、無影灯用交換電球、 

移動型無影灯用交換電球 

・修理点検(現地代理店による作業) 

移動式 X 線装置 A、インファント・ウォーマ、オートクレーブ、麻酔器 
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調達予定国 調達機器等名 

現地調達 

・更新機器 

 電気メス 

・交換部品 

 患者監視装置用電極、心電計用交換電極、 

・修理点検(現地業者による作業) 

 移動式 X 線装置 B、一般撮影 X 線装置、麻酔器、人工呼吸器 

 

第三国 

 

 

第三国 

・更新機器 

 腹腔鏡 

・交換部品 

 麻酔器用酸素センサー他、人工呼吸器用酸素センサー 

・修理点検 

 オートクレーブ 

 

4-2-2 経費 

本フォローアップ協力事業で必要となる経費は次のとおりである。 

表 19 フォローアップ協力事業費 

交換レート：外貨=円貨 

1US$=120.00. 1€=130.00. 1￡=185.00 

項  目 日本円(￥) ドル(＄) ユーロ(€) ポンド(￡) 合計（円） 

（1）交換部品・消耗品 
 

1,499,540 

6,928$ 

831,360 

9,630€ 

1,251,900 

0 

0 

 

3,582,800 

（2）修理機材 
 

9,519,487 

52,013$ 

6,241,560 

27,957€ 

3,634,410 

18,150.57￡ 

3,357,855 

 

22,753,312 

（3）更新機材 
 

73,013,822 

30,311.19$ 

3,637,343 

88,994.5€ 

11,569,285 

0 

0 

 

88,220,450 

( (4) 輸送費等間接費 9,800,646 0 0 0 9,800,646 

外貨小計  89,252.19$ 126,581.50€ 18,150.57￡  

合 計(円貨) 93,833,495 10,710,263 16,455,595 3,357,855 124,357,209 

注：(1)～(3)上段外貨金額、下段円貨換算金額 

4-2-3 実施スケジュール 

前述のフォローアップ協力内容に従い機材仕様を決定し、国際協力機構の定める入札図書を

作成し、以下に示す工程で調達業務を実施した。 

図 1－事業実施工程  

 

1 2 3 4 5 6 8 9

    入札図書作成、入札

 契約

製品の調達

通関・国内輸送

搬入・据付・修理

日本側(7.5ヵ月） ウクライナ側(1.5ヵ月）

7

製
造
・
調
達

●
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1）入札業務 

①入札公示    ：2015 年 8 月 19 日公告番号（機 1508C-03） 

②競争参加資格確認の申請受付期限 ：2015 年 8 月 31 日 

③入札に関する質問受付期限  ：2015 年 8 月 31 日 

④入札会    ：2015 年 9 月 15 日 

⑤応札業者    ：丸紅プロテックス株式会社 

 

2）入札結果 

コンサルタントの技術審査において、応札された機材仕様明細書に記載された内容は、す

べて要求仕様を満たしており適合とした。 

①落札業者    ：丸紅プロテックス株式会社 

②落札価格    ：121,764,022 円 

③契約日    ：2015 年 10 月 20 日 

④履行期限    ：2015 年 10 月 ～ 2016 年 3 月下旬 

⑤貨物出荷日   ：2015 年 12 月 26 日 

⑥貨物出荷前検査日   ：2015 年 11 月 26、30 日、12 月 7 日 

⑥貨物到着日（予定）  ：2016 年 3 月 25 日 

 

3）調達機材内容 

調達内容は、以下の表に示すとおり、日本国からの機材本体および、交換部品、第 3 国調達

品および、現地調達品に分かれる。なお、修理対象の機材については、修理部品が現地到着後、

対象機材のメーカーの代理店から技術者が派遣され、修理および動作確認を実施する。 

 

①日本国調達機材 

 機材名 ハルキウ 
ドニプロ 

ペトロフスク 

キロボア

ラート 
内訳 

1 シリンジ・ポンプ 17   10 本体、付属品 

2 パルスオキシメーター     5 本体、付属品 

3 ふらん器     1 本体、付属品 

4 ペーハーメーター   2   本体、付属品 

5 患者監視装置     8 本体、付属品 

6 吸引器     2 本体、付属品 

7 吸引器（卓上型） 3   4 本体、付属品 

8 血球計数装置   1   本体、付属品 

9 顕微鏡 8     本体、付属品 

10 恒温水槽   2   本体、付属品 
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 機材名 ハルキウ 
ドニプロ 

ペトロフスク 

キロボア

ラート 
内訳 

11 消化器内視鏡（軟性） 1     本体、付属品 

12 超音波ネブライザ     6 本体、付属品 

13 超音波診断装置 1 1 1 本体、付属品 

14 電気メス 6   3 本体、付属品 

15 分光光度計 1   2 本体、付属品 

16 保育器 5     本体、付属品 

17 輸液ポンプ 10 3 3 本体、付属品 

②日本調達交換部品 

 
機材名 ハルキウ 

ドニプロ 

ペトロフスク 

キロボア

ラート 
内訳 

1 スパイロメータ 1 
  

マウスピース、記録紙 

2 乾熱滅菌器   1   交換ヒーター 

3 光線治療機     5 交換ヒーター、電球 

4 手術用顕微鏡（眼科用）     1 交換用ランプ 

5 分光光度計   3   フローセル 

6 保育器     7 フィルター 

7 無影灯 A 6 7   交換ランプ 

8 無影灯 B     5 交換ランプ 

9 無影灯（移動型）A 1 3   交換ランプ 

10 無影灯（移動型）B     1 交換ランプ 

11 Ｘ線診断装置 A（移動式）   1   交換部品 

12 インファント・ウォーマ     6 交換部品 

13 オートクレーブ A 1 2   交換部品 

14 
麻酔器（人工呼吸器付,患者監視

装置付） 
6     交換部品 

 

③第 3 国調達機材および交換、修理部品 

 
機材名 ハリキウ 

ドニプロ 

ペトロフスク 

キロボ 

アラート 
内訳 調達国 

1 消化器内視鏡（軟性）   1   付属品 ドイツ 

2 腹腔鏡   1 1 本体、付属品 ドイツ 

3 麻酔器（人工呼吸器付）     3 修理部品 イタリア 

4 人工呼吸器     6 修理部品 イタリア 

5 オートクレーブ B     2 修理部品 イギリス 

6 
麻酔器 

（人工呼吸器付） 
  6   修理部品 ベルギー 

7 人工呼吸器（新生児用） 3     修理部品 アメリカ 
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④現地調達品 

 
機材名 ハルキウ 

ドニプロ 

ペトロフスク 

キロボア

ラート 
内訳 

1 電気メス 6   3 本体、付属品 

2 患者監視装置 14     交換部品 

3 心電計     4 交換部品 

4 Ｘ線診断装置 B（移動式）     2 修理部品 

5 X 線診断装置（一般）     1 修理部品 

 

 

5．本調査に期待される効果とフィードバック情報 

5-1 効果の測定 

5-1-1 当該プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標 

本協力は、前回案件から 8 年が経過した上、昨今のウクライナを取り巻く政情により切迫し

た保健財政により停滞した医療サービスの回復および東部地域の小児医療施設のレファラル

体制の負担軽減と強化を目的とするものである。 

 

5-1-2 協力の妥当性・有効性 

各対象施設の前案件完工時から昨年までの指標に示されたように、それぞれの州のおける小

児医療サービスの向上には概ね想定通りの効果発現がみられた。全体として、前案件で供与さ

れた機材のほとんどは適切に使用されており、設定された指標の達成に大きく貢献したと判断

される。特に放射線検査、超音波診断については、いずれの施設においても検査件数が増加し

ており、診断能力の向上に大きく寄与したといえる。しかし、経年による機材の劣化、老朽化

が進んでおり、本フォローアップ協力による機能回復は、医療サービスの質の向上に有効であ

り、本協力の内容の妥当性は高いと判断される。 

 

5-1-3 効率性 

 前案件で調達された機材の有効活用により、十分効果の発現がみられたことが分かった。本

協力に実施により、低下した機能回復およびそれぞれの施設の小児医療サービスの持続性が保

たれることが期待できる。新しい技術を導入する必要もなく、これまでの維持管理の技術レベ

ルの範囲内で対応できることから効率性が高いと考えられる。 

 

5-1-4 インパクト 

 前案件がウクライナにおける小児医療サービス向上に大きなインパクトがあったことは、

指標の変化に現れている。それぞれの施設の認知度や重要性は、今回調査時に判明した地域社

会からの支援が物語っている。切迫した州の保健財政の中で、いかにして小児医療の質を維持

していく必要性を地域社会が支えており、東部地域での紛争による医療サービスが低下してい
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るなかでの我が国の支援は、東部地域だけでなく、ウクライナ国全体へ大きなインパクトとな

ると考える。 

 

5-1-5 自立発展性 

 本協力の範囲は、前案件で調達した部署および機材を越えるものではなく、台数について

も同様で、新たに追加的な維持管理費は発生しないと考える。また技術レベルについても現状

の技術から大きく越える新しい技術は導入しないことから、各施設は緊縮財政下でこれまで維

持してきた維持管理体制に大きな負荷をかけずに継続できると考える。 

また故障した機材が更新され、それによるサービスの向上がそれぞれの地域において施設へ

の期待感につながることになる。 

 

 

5-2提言 

本フォローアップ協力を効率的に実施し、より効果の高い協力にするために以下を提言する。 

 

（1）本協力で調達する機材のウクライナ国での通関を延滞なく実施できるように、保健省お

よび経済省間で免税手続きおよび通関に関する合意をすること。 

（2）各施設での維持管理予算は十分に配分されているといえず、今後も大きな増額は期待で

きない。各施設においてこれまで捻出してきた維持管理費を今後も継続的に確保でき

るよう努力すること。 
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